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調査結果報告書 

【資料編（調査票）】 
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人権についての意識調査 
 

日頃から町行政の推進にご協力いただきまして、ありがとうございます。 

さて、１２月４日から１０日までの１週間は『人権週間』と定められており、人権尊

重思想の普及啓発を図るために、全国各地において様々な人権啓発活動が展開されてい

ます。 

多可町では、８月の「人権文化をすすめる県民運動」推進強調月間と１２月の人権週

間に「町民の集い」を開催するなど、すべての町民のみなさんの人権が尊重される、明

るく暮らしやすいまちづくりを進めているところです。 

この調査は、町民のみなさんの人権についてのご意見をお聞きして、今後、町がすす

めていく人権に関する施策の企画･立案に活かすために実施するものです。 

今回の調査では、町内にお住まいの１８歳以上の方の中から２０００人を無作為に抽

出して、あなたを回答者のお一人として選ばせていただきました。お忙しいところたい

へん恐縮ですが、ぜひご協力くださいますようお願いします。 

なお、この調査は無記名でお願いします。あなたの率直なご意見をお聞かせください。 

令和２年１１月 

                        多可町 

 

【回答ご記入についてのお願い】 

○あて名のご本人がご記入ください。（ただし、質問の内容がわかりにくい場合は、家

族や知人の方に相談していただいてもかまいません。） 

○ご回答は該当する番号を○で囲んでください。 

○お答えいただいたアンケート用紙は、同封の返信用封筒（切手不要です）に入れて、 

１２月１８日（金）までに郵便ポストへ入れてください。 

【調査についてのお問い合わせ先】 

多可町役場 生涯学習課 人権啓発推進室（多可町隣保館内） 

                    住 所：多可町中区天田３４０－１ 

                    電 話：０７９５－３２－１３８９ 

                    ＦＡＸ：０７９５－３２－１３８９ 

                    E-mail： jinken@town.taka.lg.jp 

資料編（調査票） 
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※ご回答いただいた内容を統計的に分析
ぶんせき

するための質問で、「意識調査」以外の目的

に使用することは決してありません。 

 

問１ あなたの性別は？ 

１．男性        ２．女性        ３．答えたくない 

 

問２ あなたの年齢は？ 

１．１８～２９歳          ２．３０～３９歳 

３．４０～４９歳          ４．５０～５９歳 

５．６０～６９歳          ６．７０～７９歳 

７．８０歳以上 

 

問３ あなたの現在のご職業は？（○は１つだけ） 

１．農林漁業者（家族従事者を含みます） 

２．自営業（商工・サービス業など、家族従事者を含みます）、自由業 

３．会社員・団体職員（４に該当しない人） 

４．公務員（公団・公社職員、教職員、福祉関係職員、医療関係職員を含みます） 

５．その他の有職者（                        ） 

６．家事専業 

７．学生（受験勉強中の方を含みます） 

８．職業についていない 

 

 

 

 

 

 

 

問４ あなたは、「人権」を、どのくらい身近な問題として感じておられますか。 

（○は１つだけ） 

１．非常に身近に感じる       ２．かなり身近に感じる 

３．どちらとも言えない       ４．あまり身近に感じない 

５．全く身近に感じない       ６．わからない 

人権についておたずねします。 

あなたご自身のことについておたずねします。 

※商工・サービス業には、卸小売業、飲食店、サービス業、建設業、運輸業、製造業などがあります。 

※自由業には、弁護士、税理士、作家、写真家などがあります。 

※兼業の方は、主に従事している職業でお答えください。 



- 3 - 

問５ あなたは、「今の日本は、人権が尊重されている社会である」と思われますか。 

（○は１つだけ） 

１．そう思う            ２．どちらかといえばそう思う 

３．どちらとも言えない       ４．どちらかといえばそう思わない 

５．そうは思わない         ６．わからない 

 

問６ 日本の社会には、人権にかかわるいろいろな問題がありますが、あなたが特に関心

があることは次のどれですか。（○は５つまで） 

１．女性の人権に関する問題     ２．子どもの人権に関する問題 

３．高齢者の人権に関する問題    ４．障がいのある人の人権に関する問題 

５．部落差別の問題         ６．アイヌの人々に関する問題 

７．在日外国人に関する問題  

８．エイズ患者やエイズウィルス感染者の人権に関する問題 

９．ハンセン病患者やハンセン病回復者の人権に関する問題 

10．コロナウイルス感染者、回復者、その家族、医療関係者等に関する問題 

11．刑を終えて出所した人に関する問題 

12．犯罪被害者に関する問題 

13．インターネット（PC、スマートフォン）による人権侵害の問題 

14．北朝鮮当局によって拉致された被害者に関する問題 

15．ホームレスの人に関する問題 

16．性的指向（異性愛、同性愛等）を理由とした人権侵害の問題 

17．性同一性障害者（心身の性が不一致）に関する問題 

18．東日本大震災や福島第一原発事故発生による人権問題 

19．働く人の権利に関する問題 

20．その他の問題 

［具体的に                                                            ］ 

21．特にない 
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問７ あなたは、今までに、他人の人権を侵害したことがあると思われますか。 

（○は１つだけ） 

１．ないと思う     ２．自分では気づかなかったが、あるかもしれない 

３．あると思う     ４．わからない 

 

問８ あなたは、今までに、自分の人権が侵害されたと思われたことがありますか。 

（○は１つだけ） 

１．ある                 問９から続けてください 

２．ない                 問 11から続けてください 

３．わからない 

 

問９ あると答えた方にお聞きします。それは、どのような人権
じんけん

侵害
しんがい

でしたか。 

（○はいくつでも） 

１．うわさや悪口などにより名誉や信用を傷つけられた 

２．公的機関や企業・団体から不当な扱いを受けた 

３．地域や学校、職場で暴力、脅迫
きょうはく

、無理強
む り じ

い、仲間はずれなどを受けた 

４．職場でのいじめやいやがらせ 

５．家庭内で暴力や虐待
ぎゃくたい

を受けた 

６．信条・性別・社会的身分・家柄または心身の障がいなどによる差別的な扱い 

７．プライバシーを侵害された 

８．セクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ）を受けた 

９．学校でのいじめや体罰 

10．ドメスティック・バイオレンス（配偶者、パートナーからの暴言） 

11．インターネット（パソコン、スマートフォンなど）による人権侵害 

12．部落差別を受けた 

13．わからない 

14．その他［具体的に                                                   ］ 

 

問 10 あると答えた方にお聞きします。その時あなたはどうされましたか。 

（○はいくつでも） 

１．家族や親戚
しんせき

、友人など信頼できる人に相談した 

２．警察に相談した 

「人権
じんけん

侵害
しんがい

」についておたずねします。 
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３．弁護士に相談した 

４．公的機関（法務局・県・町など）の人権相談窓口等に相談した 

５．地域の自治会長や民生委員・児童委員、人権
じんけん

擁護
よ う ご

委員に相談した 

６．学校の先生や職場の上司、同僚、または職場の相談窓口に相談した 

７．NPO法人など民間団体に相談した 

８．自分で直接相手に抗議した 

９．何もできなかった 

10．どのようにしたらいいのか分からなかった 

11．その他 

［具体的に                                                           ］ 
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問 11 「女性の人権」に関することで、あなたが特に問題があると思われるのは、どの

ようなことですか。（○は３つまで） 

１．男女の性別による固定的な意識（「男は仕事、女は家庭」など） 

２．昇給・昇進の格差など、職場での男女の待遇
たいぐう

の違い 

３．女性の社会進出のための支援制度の不備 

４．女性が政策や方針などの決定に参画する機会が少ない 

５．マタニティ・ハラスメント（妊娠、出産を理由とした不利益） 

６．配偶者やパートナーからのドメスティック・バイオレンス（パートナー等の暴

言、暴力） 

７．セクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ） 

８．ストーカー行為 

９．売春・買春、援助交際 

10．女性のヌード写真や映像が商品化されている 

11．痴漢
ち か ん

やわいせつ行為などの性犯罪 

12．古い考えや慣習等、女性の意見や行動が尊重されない 

13．わからない 

14．その他 

［具体的

に                                                            ］ 

 

問 12 「子どもの人権」に関することで、あなたが特に問題があると思われるのは、ど

のようなことですか。（○は３つまで） 

１．保護者がいうことを聞かない子どもに、しつけのつもりで体罰
たいばつ

を加える 

２．子どもに心理的な虐待
ぎゃくたい

を加えたり、子育てを放棄
ほ う き

したりする 

３．子ども同士が「暴力」「仲間外れ」「無視」等いじめをしたりする 

４．いじめをしている人や、いじめられている人を見て見ぬふりをする 

５．インターネットを使ったいじめが起きていること 

６．子ども自身の意見や行動が尊重されない 

７．教師が体罰を加える 

８．ビデオ、インターネット等、社会の中での子どもを取り巻く性情報のはんらん 

個別の人権問題についておたずねします。 
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９．親の事情などによって、子どもが無国籍や無戸籍になる 

10．児童買春や子どものヌード写真・映像が商品化される 

11．貧困
ひんこん

のために進学や就職が困難になったり、健康な生活ができなかったりする

こと 

12．わからない 

13．その他 

［具体的に                                                          ］ 

 

問 13 「高齢者の人権」に関することで、あなたが特に問題があると思われるのは、ど

のようなことですか。（○は３つまで） 

１．高齢者が暮らしやすいまちづくりへの配慮
はいりょ

が足りない 

   (道路の段差解消、エレベーターの設置など) 

２．働く意欲や能力があるのに雇用と待遇
たいぐう

が十分保障されていない 

３．高齢者だけでは賃貸
ちんたい

住宅等への入居が難しい 

４．悪徳商法や詐欺
さ ぎ

などによる被害が多い 

５．病院での看護や福祉施設での劣悪
れつあく

な処遇
しょぐう

や虐待
ぎゃくたい

 

６．家庭や施設での介護を支援する制度が十分でない 

７．高齢者が邪魔
じ ゃ ま

者扱いされ、意見や行動が尊重されない 

８．情報を高齢者にわかりやすい形にして伝える配慮が足りない 

９．家族が世話することを避けたり、家族から虐待
ぎゃくたい

を受けたりする 

10. わからない 

11．その他 

［具体的に                                                          ］ 

 

問 14 「障がいのある人の人権」に関することで、あなたが特に問題があると思われる

のは、どのようなことですか。（○は３つまで） 

１．障がいのある人が暮らしやすいまちづくりへの配慮が足りない 

   (道路の段差解消、エレベーターの設置など) 

２．働く場所や機会が少なく、仕事上の待遇
たいぐう

が十分でない 

３．学校や職場で不利な扱いを受けたり虐待を受けること 

４．家族が世話することを避けたり、家族から虐待を受けたりする 

５．賃貸住宅等への入居が難しい 
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６．病院での看護や福祉施設での劣悪な処遇や虐待 

７．スポーツ活動や文化活動などへ気楽に参加できない 

８．社会復帰や社会参加のための受入態勢が十分でない 

９．情報をわかりやすい形にして伝える配慮が足りない 

10．障がいのある人の意見や行動が尊重されない 

11．障害者差別解消法の内容や目的が十分理解されていない 

12．障害のある人の生きる権利を認めない優生思想が残っている 

13．わからない 

14．その他 

［具体的に                                                          ］ 

 

問 15 日本に居住している外国人に関することで、人権上、あなたが特に問題があると

思われるのはどのようなことですか。（○は３つまで） 

１．入学するときや学校での不利な扱い 

２．就職するときや職場での不利な扱い 

３．住宅の申込や入居するときの不利な扱い 

４．年金など社会保障制度での不利な扱い 

５．結婚するときに周囲から反対される 

６．文化や生活習慣の違いが受け入れられなかったり、その違いからいやがらせを

受けたりする 

７．地域の活動やつき合いの中で、差別や不利な扱いがある 

   ８．ヘイトスピーチによるいやがらせなどがある 

９．ヘイトスピーチ解消法の内容や目的が十分理解されていない 

10．病院や施設などで、外国語の表記などの対応が不十分である 

11．政治に意見が十分反映されない 

12．わからない 

13．その他 

［具体的に                                                          ］ 

 

問 16 働く人の人権について、あなたが最近、特に問題があると思われるのはどのよう

なことですか。（○は１つ） 

１．長時間労働が常態化して、仕事と生活の調和が保てない 

２．休暇制度があっても取れないような実態がある 
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３．非正規雇用の割合が高くなり、待遇の差が大きくなっている 

４．無理なノルマを課したり賃金不払い残業やパワーハラスメントが横行する職場 

があること 

５．わからない 

６．その他 

［具体的に                                                          ］ 

 

問 17 異性愛、同性愛などといった性的指向に関し、あなたは現在、どのような人権問

題が起きていると思いますか。（○は３つまで） 

１．職場、学校でいやがらせやいじめをうけること 

２．就職、職場で不利な扱いを受けること 

３．差別的な言動をされること 

４．賃貸住宅などへの入居を拒否されること 

５．宿泊施設、店舗などへの入店や施設利用を拒否されること 

６．じろじろ見られたり、避けられたりすること 

７．わからない 

８．その他 

［具体的

に                                                            ］ 

 

問 18 生物学的な性とこころの性が一致しない性同一性障害者に関し、あなたは現在、

どのような人権問題が起きていると思いますか。（○は３つまで） 

１．職場、学校などでいやがらせやいじめを受けること 

２．就職、職場で不利な扱いを受けること 

３．差別的な言動をされること 

４．賃貸住宅などへの入居を拒否されること 

５．宿泊施設、店舗などへの入店や施設利用を拒否されること 

６．じろじろ見られたり、避けられたりすること 

７．わからない 

８．その他 

［具体的に                                                          ］ 

 

問 19 インターネット（パソコン、スマートフォンなど）を悪用した人権侵害について、

あなたが特に問題があると思われるのは、どのようなことですか。（○は３つまで） 

１．他人へのひどい悪口（誹謗
ひ ぼ う

中 傷
ちゅうしょう

）や差別的な表現などが掲載
けいさい

されている 

２．捜査
そ う さ

対象の未成年者の名前や顔写真が掲載されている 
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３．第三者が無断で他人の電子メールを閲覧
えつらん

する 

４．犯罪を誘発する場となっている出会い系サイトなどがある 

５．ポルノ画像など有害なホームページがある 

６．悪質商法によるインターネット取引での被害が多い 

７．いったん流れた情報の訂正や削除が難しい 

８．差別を助長するような情報が掲載されている 

９．他人のプライバシーに関する情報が無断で掲載されている 

10. リベンジポルノ（元交際相手の性的画像を許可なくネットで公開） 

11．わからない 

12．その他 

［具体的に                                                          ］ 
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問 20 あなたは多可町部落差別解消推進条例が令和２年４月１日に施行
し こ う

されたことを知

っていますか。 

１．はい              ２．いいえ 

 

問 21 部落差別（同和問題）を受けている地区があることを、あなたがはじめて知った

のは、いつ頃のことですか。（○は１つだけ） 

１．小学校に入る前（6 才未満）   ２．小学生の頃（6 才～12 才未満） 

３．中学生の頃（12 才～15才未満）  ４．高校生の頃（15 才～18 才未満） 

５．18 才～19 才の頃        ６．20 才以後 

７．覚えていない          ８．部落差別のことは知らない 

 

問 22 部落差別（同和問題）をはじめて知ったのは、どういうきっかけからですか。（○

は１つだけ） 

１．父母や家族から聞いた      ２．近所の人から聞いた 

３．学校の友だちから聞いた     ４．職場の人から聞いた 

５．学校の授業で教わった      ６．講演会、研修会などで知った 

７．町行政などの広報紙で知った   ８．新聞、テレビ、本などで知った 

９．覚えていない          10．知らなかった 

11．その他 

［具体的に                                                          ］ 

 

問 23 部落差別（同和問題）に関して、あなたは今、特にどのような人権問題が起きて

いると思われますか。（○はいくつでも） 

１．差別的な言動をする人がいる 

２．差別的な落書きがある 

３．インターネットを悪用した差別的な情報の掲載がある 

４．就職するときや職場での差別や不利な扱いがある 

５．結婚しようとするときに周囲からの反対がある 

６．身元調査をする人がいる 

部落差別（同和問題）についておたずねします。 



- 12 - 

７．地域の活動やつき合いの中で、差別や不利な扱いがある 

８．「同和地区」へ居住することを敬遠する人がいる 

９．部落差別解消推進法・多可町部落差別解消推進条例の内容や目的が十分理解さ

れていない 

10．特に起きているとは思わない 

11．部落差別（同和問題）を知らない 

12．わからない 

13．その他 

［具体的に                                                          ］ 

 

問 24 部落差別（同和問題）が生じる原因や背景として、あなたが思い当たるのは次の

どれですか。（○はいくつでも） 

１．家族、親戚
しんせき

から言い聞かされる、偏見
へんけん

や差別意識 

２．地域の人から伝えられる、偏見や差別意識 

３．職場などで伝えられる、偏見や差別意識 

４．社会全体に残る偏見や差別意識 

５．個人の理解不足 

６．学校での人権・同和教育の不十分さ 

７．国や県、町行政による人権・同和問題の啓発の不十分さ 

８．わからない 

９．その他 

［具体的に                                                          ］ 

 

問 25 「同和地区」の人との結婚についておたずねします。 

(1)あなたが結婚しようとする相手が、「同和地区」の人であるとわかった場合、あなた

はどうされますか。（○は１つだけ） 

１．家族や親戚の反対があっても、自分の意思を貫
つらぬ

いて結婚する 

２．反対があっても説得に全力を傾け、できるだけ理解を得て、自分の意思を貫
つらぬ

い

て結婚する 

３．家族や親戚、友人などの反対があれば、結婚しない 

４．絶対に結婚しない 

５．わからない 

６．その他 
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［具体的に                                                          ］ 
 

(2)あなたにお子さんがあり、お子さんが結婚しようとする相手が、「同和地区」の人で

あるとわかった場合、あなたはどうされますか。（○は１つだけ） 

１．子どもの意思を尊重する 

２．ためらったら勇気づける 

３．親として反対するが、子どもの意志が強ければしかたない 

４．家族や親戚の反対があれば、結婚を認めない 

５．絶対に結婚を認めない 

６．わからない 

７．その他 

［具体的に                                                          ］ 

 

 

問 26 部落差別（同和問題）の解決のために、特に重要であると思われるのは次のどれ

ですか。 

（○は３つまで） 

１．学校での人権・同和教育をよりいっそう推進する 

２．国や県、町行政による人権・同和啓発活動をよりいっそう推進する 

３．人権相談や電話相談の窓口を増やす 

４．自由な意見交換ができる環境を整える 

５．差別を法律で禁止する 

６．住民相互の交流の場を増やす 

７．そっとしておけば自然になくなる問題だと思う 

８．その他 

［具体的に                                                          ］ 
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問 27 人権について、いろいろな考え方がありますが、次の①から⑩までのそれぞれの

考え方について、あなたのお考えに最も近いものを（ア～オのうち）一つ選んでく

ださい。（○はそれぞれ１つだけ） 

 強
く
そ
う 思

う 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も 

言
え
な
い 

そ
う
は 

思
わ
な
い 

全
く 思

わ
な
い 

① 
人権講演会や研修会に参加することで、人権尊重

の意識は強まる 
ア イ ウ エ オ 

② 
競争社会だから能力による格差が生じるのは仕

方がない 
ア イ ウ エ オ 

③ 
家庭や地域で、幼い頃からものごとの善悪や決ま

り事の大切さを教えることが重要だ 
ア イ ウ エ オ 

④ 
学校で、いじめや差別をなくす人権教育を進めれ

ば人権問題は解決する 
ア イ ウ エ オ 

⑤ 
個人の権利より、地域のみんなの利益が優先され

るべきだ 
ア イ ウ エ オ 

⑥ 
みんなが、思いやりや優しさを持てば人権問題は

解決する 
ア イ ウ エ オ 

⑦ 
自分の権利ばかり主張して、他人の権利を尊重し

ない人が増えている 
ア イ ウ エ オ 

⑧ 
部落差別（同和問題）は、口に出さないでそっと

していれば自然になくなる 
ア イ ウ エ オ 

⑨ 
外国人も日本人と同じように人権は守られるべき

だ 
ア イ ウ エ オ 

⑩ 
戸籍謄本等の不正取得を抑止するための本人通知制度

は人権を守る手段として有効で、登録を啓発すべきだ 
ア イ ウ エ オ 

 

問 28 あなたが、人権尊重の考えについて強く影響を受けたと思われるものは次のどれ

ですか。当てはまるものを選んでください。（○はいくつでも） 

１．幼児期の教育          ２．小学校での教育 

３．中学校での教育         ４．高等学校での教育 

５．大学・短大・専門学校での教育  ６．学校やＰＴＡ主催の講演会、研修会 

７．職場での研修会         ８．各集落の住民学習会 

人権啓発についておたずねします。 
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９．町や県主催の講演会や研修会 

10．各種団体など主催の講演会や研修会 

11．家族でのふれあいの中から    12．地域でのふれあいの中から 

13．職場でのふれあいの中から    14．友人とのふれあいの中から 

   15. 関心がない 

 

問 29 多可町では住民の皆さんに人権について考えていただく機会として、講演会など

の各種啓発事業や行事を開催しています。次のそれぞれの啓発事業や行事について、

この３年間に、参加されたことはありますか。（○はそれぞれ１つだけ） 

 
 過去３年間で参加 

したことがある 

知っているが参加 

したことはない 
知らない 

① 人権啓発協議会の総会    

② ８月多可町民の集い    

③ １２月多可町民の集い    

④ 各集落の住民学習会    

⑤ 多可町隣保館講座    

⑥ 人権標語への応募    

 

 

問 30 人権啓発を効果的に進めるために、どのような啓発活動に重点的に取り組むべき

だと思われますか。（○はいくつでも） 

１．学校での人権教育 

２．町の広報紙、たかテレビを活用した啓発 

３．人権問題に関する作文、標語などの募集 

４．啓発ティッシュ・パンフレット・ポスターの配布、掲示 

５．インターネットや電子メール、ホームページの活用 

６．講演会やセミナーなどの研修会・学習会 

７．各集落の住民学習会 

８．相互の理解を深めるための交流会 

９．障がいのある人や高齢者などの疑似体験研修 

10．その他 

［具体的に                                                         ］ 
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問 31 あなたが人権について考えておられることや、多可町が実施している人権啓発の

取り組みについて感じておられることを、ご自由にお書きください。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

以上で質問は終わりです。お忙しいところ、ご協力ありがとうございました。ご記入い

ただきました調査票は、同封の返信用封筒に入れて、切手を貼らずに、１２月１８日（金） 

までに、郵便ポストに投函してください。
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